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告 示■

◎群馬県告示第５０号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林に指定する予

定である旨の通知があった。

平成３０年３月２日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 保安林予定森林の所在場所 渋川市中郷字大野２６９４の２３、２６９４の２５、２６９４の４１、２６９４

の４５、２６９４の４７、安中市板鼻字湯沢２７３３の１、２７３３の２、２７３４の１、２７３５の１、２７

３６の１、２７３６の２、２７５１の３、中秋間字乙木ノ巣谷津２６９９、２７１９の１、２７１９の３

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

(1) 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

安中市板鼻字湯沢２７３３の１、２７３３の２、２７３４の１、２７３５の１、２７３６の２、２７５１

の３（以上６筆について次の図に示す部分に限る。）、中秋間字乙木ノ巣谷津２６９９、２７１９の１、２

７１９の３（以上２筆について次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及び関係市役

所に備え置いて縦覧に供する。

◎群馬県告示第５１号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林に指定する予

定である旨の通知があった。

平成３０年３月２日

群馬県知事 大 澤 正 明

１(1) 保安林予定森林の所在場所 利根郡片品村大字越本字高無２９８８の２８から２９８８の３０まで

(2) 指定の目的 水源の涵養
かん

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
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イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

２(1) 保安林予定森林の所在場所 利根郡川場村大字川場湯原字大穴２０８７、２０８９、２０９１の１、２０９

３から２０９８まで、甲２１０１、乙２１０１、２１０２、２１０３、２１０５、２１２０から２１２２まで、

２１２７から２１２９まで、２１３９、２１４０、２１５５、２１５６、みなかみ町須川字薄倉１５０３

(2) 指定の目的 土砂の流出の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐は、択伐による。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及び関係町村役場に備え置いて縦覧に

供する。

◎群馬県告示第５２号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県渋川土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年３月２日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 南新井前橋線 北群馬郡吉岡町大字陣場字南御所１７ 前 １７．３～２２．３ ５３．１
１番の２地先から同郡同町大字同１０
８番地先まで 後 １７．３～２２．３ ５３．１

◎群馬県告示第５３号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県渋川土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年３月２日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の 路線名 区 間 供用開始の期日
種 類
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県道 高崎渋川線 渋川市行幸田字東前田２１２番の２地先から同市同字同 平成３０年３月２日
１９９番の１３地先まで

◎群馬県告示第５４号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県沼田土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年３月２日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の 路線名 区 間 供用開始の期日
種 類

県道 沼田水上線 利根郡みなかみ町小仁田字乾田６３８番地先から同郡同 平成３０年３月２日

町同字同６３５番の１地先まで

◎群馬県告示第５５号

宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号。以下「法」という。）第６６条第１項第９号の規定による行政

処分について、行政手続法（平成５年法律第８８号）第１３条第１項及び法第６９条第２項において準用する法第

１６条の１５第５項の規定により、次のとおり公開の聴聞を行う。

平成３０年３月２日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 聴聞の日時及び場所

(1) 日時 平成３０年３月２７日（火）午前１０時

(2) 場所 群馬県庁２２１会議室

２ 聴聞の件名 宅地建物取引業者免許の取消しに係る聴聞

３ 不利益処分の内容 宅地建物取引業者免許の取消し

４ 根拠規定 法第６６条第１項第９号

５ 聴聞の対象者

(1) 商号又は名称 青葉開発有限会社

(2) 代表者氏名 清水治雄

(3) 事務所所在地 太田市龍舞町４３６２番地

(4) 免許証番号 群馬県知事（５）第５６１５号

(5) 免許年月日 平成２５年５月２２日

(6) 有効期間 平成２５年５月２３日から平成３０年５月２２日まで
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６ 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地 群馬県県土整備部住宅政策課 群馬県前橋市大手町一丁

目１番１号

７ 聴聞の主宰者 群馬県県土整備部住宅政策課次長 須藤雅幸

公 告■

職業能力開発促進法施行規則（昭和４４年労働省令第２４号）第６６条第３項の規定により、平成３０年度前期

技能検定の実施について、次のとおり公示する。

平成３０年３月２日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 実施職種

(1) １級及び２級 園芸装飾、造園、鋳造（鋳鉄鋳物鋳造に係るものに限る。）、金属熱処理、粉末冶金（焼結

に係るものに限る。）、機械加工（普通旋盤、数値制御旋盤、フライス盤、数値制御フライス盤、平面研削盤、

円筒研削盤、ホブ盤及びマシニングセンタに係るものに限る。）、放電加工（数値制御形彫り放電加工及びワ

イヤ放電加工に係るものに限る。）金属プレス加工、鉄工（製缶及び構造物鉄工に係るものに限る。）、建築

板金、工場板金（曲げ板金及び打出し板金に係るものに限る。）、めっき（２級の電気めっきに係るものに限

る。）、仕上げ、切削工具研削（工作機械用切削工具研削に係るものに限る。）、ダイカスト（コールドチャ

ンバダイカストに係るものに限る。）、電子機器組立て、電気機器組立て（変圧器組立て及び配電盤・制御盤

組立てに係るものに限る。）、産業車両整備、建設機械整備、婦人子供服製造（婦人子供注文服製作に係るも

のに限る。）、家具製作（家具手加工及び家具機械加工に係るものに限る。）、建具製作（木製建具手加工に

係るものに限る。）、プラスチック成形（射出成形に係るものに限る。）、石材施工（石張りに係るものに限

る。）、とび、左官、ブロック建築、タイル張り、畳製作、防水施工（ウレタンゴム系塗膜防水工事、アクリ

ルゴム系塗膜防水工事、シーリング防水工事及びＦＲＰ防水工事に係るものに限る。）、内装仕上げ施工（プ

ラスチック系床仕上げ工事、カーペット系床仕上げ工事、木質系床仕上げ工事、鋼製下地工事、ボード仕上げ

工事及び化粧フィルム工事に係るものに限る。）、熱絶縁施工（保温保冷工事に係るものに限る。）、サッシ

施工、表装（壁装に係るものに限る。）、塗装（木工塗装、建築塗装、金属塗装及び噴霧塗装に係るものに限

る。）及びフラワー装飾

(3) ３級 園芸装飾、造園、金属熱処理、機械加工（普通旋盤、数値制御旋盤、フライス盤、平面研削盤及びマ

シニングセンタに係るものに限る。）、仕上げ（機械組立仕上げに係るものに限る。）、機械検査、電子機器

組立て、建築大工、左官、ブロック建築、塗装（金属塗装に係るものに限る。）、商品装飾展示及びフラワー

装飾

２ 試験の方法 実技試験及び学科試験によって行う。

３ 技能検定試験の実施期日及び実施場所

(1) 実技試験

ア 実施期日 平成３０年６月５日（火）から同年９月９日（日）までの間において、群馬県職業能力開発協

会（以下「職能協会」という。）が指定する日に行う。

イ 実施場所 職能協会から受検申請者宛て別途通知する。

ウ 問題の公表 実技試験の問題は、あらかじめ平成３０年５月２９日（火）に職能協会において公表する。

ただし、一部の職種については、公表しない。
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(2) 学科試験

ア 実施期日 検定職種ごとに、次のとおり行う。

検 定 職 種 期 日

○３級 園芸装飾、造園、機械加工、仕上げ、機械検査、電子機器組立 平成３０年７月１５日（日）
て、建築大工、左官、ブロック建築、塗装、商品装飾展示及びフラワー
装飾

○１級及び２級 造園、金属熱処理、金属プレス加工、産業車両整備、プ 平成３０年８月１９日（日）
ラスチック成形、とび、防水施工、サッシ施工及び塗装

○３級 金属熱処理

○１級及び２級 粉末冶金、機械加工、鉄工、めっき、ダイカスト、電子 平成３０年８月２６日（日）
機器組立て、建設機械整備、婦人子供服製造、家具製作、建具製作、左
官、畳製作及び内装仕上げ施工

○１級及び２級 園芸装飾、鋳造、放電加工、建築板金、工場板金、仕上 平成３０年９月２日（日）
げ、切削工具研削、電気機器組立て、石材施工、ブロック建築、タイル
張り、熱絶縁施工、表装及びフラワー装飾

イ 実施場所 職能協会から受検申請者宛て別途通知する。

４ 受検手数料の納付方法等

(1) 受検手数料は、群馬県職業能力開発促進法関係手数料条例（平成１２年群馬県条例第６８号）別表に定める

額とする。

(2) 受検手数料の納付方法 実技試験及び学科試験を受ける者は、それぞれの手数料の額を確認して、職能協会

の指定するゆうちょ銀行の口座に納付すること。

なお、実技試験又は学科試験の免除を受けようとする場合は、当該手数料の納付は要しない。

また、受検申請を受け付けた後は、申請を取り下げた場合又は試験を受けなかった場合でも、納付した手数

料は返還しない。

５ 受検申請の手続

(1) 提出書類

ア 技能検定受検申請書（以下「申請書」という。）

イ 本人確認書類（運転免許証、保険証の写し等）

ウ 実技試験又は学科試験の免除を受けようとする場合は、その資格を証する書面

(2) 提出先 〒３７２－０８０１ 群馬県伊勢崎市宮子町１２１１番地の１ 群馬県職業能力開発協会 電話０

２７０－２３－７７６１

(3) 受付期間 平成３０年４月４日（水）から同月１７日（火）まで。ただし、郵送による場合は、同日までの

消印のあるものに限り有効とする。

(4) 受検申請に関する注意

ア 申請書及び案内書は、職能協会で交付する。

なお、申請書及び案内書の郵送を希望する場合は、封筒の表面に「技能検定受検申請書請求」と朱書きし、

返信用封筒（宛先を記入し、１４０円分の切手を貼ったもの）を同封の上、職能協会に郵送すること。

イ 申請書を郵送する場合は、書留郵便とし、封筒の表面に「技能検定受検申請書在中」と朱書きすること。

６ 合格の発表等
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(1) 実技試験又は学科試験の合格通知 実技試験又は学科試験のいずれかに合格した者及びその双方に合格した

者については、職能協会が書面で通知する。

(2) 技能検定合格者の発表 技能検定合格者（金属熱処理を除いた３級職種に係るものに限る。）の受検番号は

平成３０年８月３１日（金）に、技能検定合格者（１級、２級及び３級（金属熱処理に限る。）職種に係るも

のに限る。）の受検番号は同年９月２８日（金）にそれぞれ県庁２階県民センター前掲示板、群馬県ホームペ

ージ及び職能協会の掲示板に掲示する。

(3) 技能検定合格証書等の交付 １級の技能検定の合格者には厚生労働大臣名の合格証書が交付され、２級及び

３級の技能検定の合格者には群馬県知事名の合格証書が交付される。このほか、１級、２級及び３級の技能検

定の合格者には、厚生労働大臣から技能士章が交付される。

７ その他

技能検定について不明な点は、群馬県産業経済部産業人材育成課（電話０２７－２２６－３４１４）又は職能

協会に問い合わせること。

職業能力開発促進法施行規則（昭和４４年労働省令第２４号）第６６条第３項の規定により、平成３０年度技能

検定随時３級及び基礎級の実施について、次のとおり公示する。

平成３０年３月２日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 実施職種

(1) 随時３級 さく井（ロータリー式さく井工事に係るものに限る。）鋳造、鍛造、機械加工（普通旋盤、数値

制御旋盤、フライス盤及びマシニングセンタに係るものに限る。）、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場

板金（機械板金に係るものに限る。）、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト

（コールドチャンバダイカストに係るものに限る。）、電子機器組立て、電気機器組立て（回転電機組立て、

配電盤・制御盤組立て及び回転電機巻線製作に係るものに限る。）、冷凍空気調和機器施工、染色（織物・ニ

ット浸染に係るものに限る。）、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、家具製作、建具製

作、紙器・段ボール箱製造（段ボール箱製造に係るものに限る。）、印刷、製本、プラスチック成形、強化プ

ラスチック成形、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわらぶき、

とび、左官、タイル張り、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ施工

（鋼製下地工事、ボード仕上げ工事及びカーテン工事に係るものに限る。）、サッシ施工、表装、塗装（建築

塗装、金属塗装及び噴霧塗装に係るものに限る。）及び工業包装

(2) 基礎級 さく井、鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めっき、アルミニ

ウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、

冷凍空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布

はく縫製、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック

成形、石材施工、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわらぶき、

とび、左官、築炉、タイル張り、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ

施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェルポイント施工、表装、塗装及び工業包装

２ 試験の方法 実技試験及び学科試験によって行う。

３ 技能検定試験の実施期日及び実施場所
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平成３０年３月２日（金） 群 馬 県 報 第９５７９号

(1) 実技試験

ア 実施期日 平成３０年４月１日（日）から平成３１年３月３１日（日）までの間において、群馬県職業能

力開発協会（以下「職能協会」という。）が指定する日に行う。

イ 実施場所 職能協会から受検申請者宛て別途通知する。

ウ 問題の公表 実技試験の問題は、あらかじめ職能協会から受検申請者宛て送付する。

(2) 学科試験

ア 実施期日 平成３０年４月１日（日）から平成３１年３月３１日（日）までの間において、職能協会が指

定する日に行う。

イ 実施場所 職能協会から受検申請者宛て別途通知する。

４ 受検手数料の納付方法等

(1) 受検手数料は、群馬県職業能力開発促進法関係手数料条例（平成１２年群馬県条例第６８号）別表に定める

額とする。

(2) 受検手数料の納付方法 実技試験及び学科試験を受ける者は、それぞれの手数料の額を確認して、職能協会

の指定するゆうちょ銀行の口座に納付すること。

なお、実技試験又は学科試験の免除を受けようとする場合は、当該手数料の納付は要しない。

また、受検申請を受け付けた後は、申請を取り下げた場合又は試験を受けなかった場合でも、納付した手数

料は返還しない。

５ 受検申請の手続

(1) 提出書類

ア 技能検定受検申請書

イ 実技試験又は学科試験の免除を受けようとする場合は、その資格を証する書面

(2) 提出先 〒３７２－０８０１ 群馬県伊勢崎市宮子町１２１１番地の１ 群馬県職業能力開発協会 電話０

２７０－２３－７７６１

(3) 受付期間 原則として、技能検定試験受検希望日の３０日前まで

(4) 受検申請に関する注意

ア 申請書及び案内書は、職能協会で交付する。

なお、申請書及び案内書の郵送を希望する場合は、封筒の表面に「技能検定受検申請書請求」と朱書きし、

返信用封筒（宛先を記入し、１４０円分の切手を貼ったもの）を同封の上、職能協会に郵送すること。

イ 申請書を郵送する場合は、書留郵便とし、封筒の表面に「技能検定受検申請書在中」と朱書きすること。

６ 合格の発表等

(1) 実技試験又は学科試験の合格通知 実技試験又は学科試験のいずれかに合格した者については、職能協会が

書面で通知する。

(2) 技能検定合格証書等の交付 技能検定の合格者には、群馬県知事名の合格証書が交付される。このほか、随

時３級の技能検定の合格者には、厚生労働大臣から技能士章が交付される。

７ その他

本公示の随時３級及び基礎級の技能検定は、外国人を対象とした「研修成果の評価」又は「修得技能等の認

定」に活用されるものである。

技能検定について不明な点は、群馬県産業経済部産業人材育成課（電話０２７－２２６－３４１４）又は職能

協会に問い合わせること。
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平成３０年３月２日（金） 群 馬 県 報 第９５７９号

監査委員公告■

◎監査公表第１号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により実施した定期監査の

結果を次のとおり公表する。

平成３０年３月２日

群馬県監査委員 丸 山 幸 男

同 林 章

同 橋 爪 洋 介

同 星 名 建 市

１ 監査の対象及び主眼 県の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事務の執行が、法令等の

趣旨にのっとって適正に行われているか、最少の経費で最大の効果が挙がるよう事務運営がなされているか並び

に組織及び運営の合理化に努めているかを主眼に監査を実施した。

２ 監査対象年度 平成２９年度

３ 監査対象機関 地域機関等８１機関

４ 監査結果の概要

(1) 指摘事項（適正を欠くと認められ、改善を要するもの） ４件

(2) 注意事項（軽易な誤りがあり、改善を要するもの） ３件

(3) 検討事項（事務の効率化等の面から検討を要するもの） なし

５ 機関別監査結果

(1) 総務部

監査対象機関
監査の結果(監査年月日)

前橋行政県税事務所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年１月２５日)

伊勢崎行政県税事務所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年１月２５日)

高崎行政県税事務所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年１月１５日)

太田行政県税事務所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年１月２５日)

(2) 生活文化スポーツ部

監査対象機関
監査の結果(監査年月日)

ぐんま男女共同参画センタ 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
ー
(平成２９年１１月２２日)

館林美術館 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１１月２２日)
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土屋文明記念文学館 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１１月２２日)

スポーツ振興センター 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１１月２２日)

(3) こども未来部

監査対象機関
監査の結果(監査年月日)

中央児童相談所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年２月５日)

西部児童相談所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年２月５日)

東部児童相談所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年２月５日)

(4) 健康福祉部

監査対象機関
監査の結果(監査年月日)

県民健康科学大学 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年１月１５日)

伊勢崎保健福祉事務所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年１月１９日)

安中保健福祉事務所 （注意事項）
(平成３０年２月６日) 群馬県収入証紙条例施行規則第１５条第１項の規定により、地域機関の長

は、毎月証紙消印実績簿に基づいて証紙消印実績報告書を作成し、歳入の区
分に応じ、当該歳入の事務を所管する課長等に提出しなければならないとさ
れている。
当該機関は、群馬県調理師法関係手数料条例等の規定に基づき、平成２９

年１０月１３日に調理師の免許を申請する者４者から各１件計２２，４００
円分の群馬県証紙が貼付された調理師免許申請書の提出を受けたが、当該申
請書に係る証紙消印実績簿の作成に当たり歳入科目の記載を誤ったため、誤
った１０月分証紙消印実績報告書を作成し、当該免許申請に係る歳入の事務
を所管する食品・生活衛生課長ではなく保健予防課長に提出した。
その後、当該機関では、当該報告誤りに関して、食品・生活衛生課長に対

しては１１月分証紙消印実績報告書において当該未報告分を前月分漏れとし
て報告したものの、保健予防課長に対しては当該過大報告分を修正する報告
をしなかった。
その結果、事務監査日（平成２９年１２月１５日）現在、県の一般会計の

歳入が２２，４００円過大になっていた。

太田保健福祉事務所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年２月２日)

衛生環境研究所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年１月１５日)

心身障害者福祉センター 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１２月２２日)
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食品安全検査センター 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年１月１５日)

食肉衛生検査所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１２月２２日)

動物愛護センター 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１２月２２日)

(5) 農政部

監査対象機関
監査の結果(監査年月日)

農業技術センター （指摘事項）
(平成２９年１１月１７日) 群馬県公有財産事務取扱規則（以下「規則」という。）第３０条におい

て、分掌者は、その分掌に係る行政財産の用途を変更し、又は廃止しようと
するときは、用途を変更し、又は廃止しようとする理由及び時期等を記載し
た文書に関係図書を添えて決裁を受けなければならないとされている。
また、規則第５７条において、建物等を取り壊す必要があるときは、取り

壊そうとする理由、取壊し後の措置、取壊しに要する経費の見積額等を記載
した文書に関係図面を添えて決裁を受けなければならないとされている。
当該機関は、行政財産（建物）である野菜試験用ガラス温室ほか３棟の解

体撤去工事契約を平成２９年５月３０日付けで締結し、同年７月３１日に撤
去を完了していたが、規則第３０条及び第５７条で定める決裁を受けるため
の手続を主務課に対して依頼していなかった。

農林大学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１１月１７日)

鳥獣被害対策支援センター 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１１月１７日)

浅間家畜育成牧場 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１１月１７日)

(6) 産業経済部

監査対象機関
監査の結果(監査年月日)

群馬産業技術センター 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１２月２２日)

前橋産業技術専門校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１２月２１日)

高崎産業技術専門校 （指摘事項）
(平成２９年１２月２１日) 地方自治法第２３２条の３において、普通地方公共団体の支出の原因とな

るべき契約その他の行為（これを支出負担行為という。）は、法令又は予算
の定めるところに従い、これをしなければならないとされている。
また、群馬県財務規則第６４条第１項において、支出負担行為担当者は、

支出負担行為をするときは、回議用紙又は物品購入等回議書により、支出負
担行為の決議をするものとするとされている。
当該機関は、平成２９年４月１日から同年９月３０日までをリース契約期

間とする物品のリース契約を同年４月１日に締結し、リース契約期間満了後
に当該物品を購入する予定であったが、事務監査日（同年１１月３０日）現
在において、当該物品の購入に係る必要な手続を行っていなかった。

平成３０年３月２日（金） 群 馬 県 報 第９５７９号
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太田産業技術専門校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１２月２１日)

(7) 北群馬渋川振興局

監査対象機関
監査の結果(監査年月日)

渋川行政県税事務所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年１月２５日)

渋川保健福祉事務所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年１月１９日)

(8) 多野藤岡振興局

監査対象機関
監査の結果(監査年月日)

藤岡保健福祉事務所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年２月６日)

(9) 甘楽富岡振興局

監査対象機関
監査の結果(監査年月日)

富岡行政県税事務所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年１月１５日)

富岡保健福祉事務所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年２月６日)

(10) 吾妻振興局

監査対象機関
監査の結果(監査年月日)

吾妻行政県税事務所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１２月２１日)

吾妻保健福祉事務所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１２月２１日)

(11) 利根沼田振興局

監査対象機関
監査の結果(監査年月日)

利根沼田行政県税事務所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年１月２３日)

利根沼田保健福祉事務所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年１月２３日)
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(12) 桐生みどり振興局

監査対象機関
監査の結果(監査年月日)

桐生行政県税事務所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年１月２５日)

桐生保健福祉事務所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年２月２日)

(13) 邑楽館林振興局

監査対象機関
監査の結果(監査年月日)

館林行政県税事務所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年１月２５日)

館林保健福祉事務所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年２月２日)

(14) 教育委員会

監査対象機関
監査の結果(監査年月日)

西部教育事務所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年２月８日)

東部教育事務所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年２月８日)

文書館 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年１月２３日)

妙義青少年自然の家 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年１月２３日)

東毛青少年自然の家 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年１月２３日)

高崎東高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１１月２８日)

吉井高等学校 （注意事項）
(平成３０年１月１５日) 群馬県財務規則第４１条において、収入調定者は、調定した歳入で当該年

度の出納閉鎖期日までに収納にならなかったものは、当該出納閉鎖期日の翌
日をもって翌年度の調定額に繰り越さなければならないとされている。
また、同条第２項において、前項の規定により繰越しをした歳入で、なお

当該年度の３月３１日までに収納にならなかったものは、翌年度の初日をも
って同年度の調定額に繰り越さなければならないとされている。
当該機関は、平成２１年度授業料に係る収納未済額について、平成２９年

３月３１日までに収納にならなかったにもかかわらず、平成２９年度の調定
額への繰越しの手続を事務監査日（同年１０月３１日）現在行っていなかっ
た。
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高崎工業高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１１月２８日)

高崎商業高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１１月２８日)

伊勢崎高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年１月１５日)

伊勢崎清明高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年１月１５日)

新田暁高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１２月２５日)

太田工業高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１２月２５日)

太田フレックス高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１２月２５日)

館林高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１２月２５日)

館林女子高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１２月２５日)

富岡高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年１月１５日)

富岡東高等学校 （注意事項）
(平成３０年１月１５日) 地方自治法第２３８条の４第７項において、行政財産は、その用途又は目

的を妨げない限度においてその使用を許可することができるとされている。
また、群馬県行政財産使用料条例第２条において、行政財産を使用する者

は、使用料を納付しなければならないとされている。
当該機関は、分掌している教育財産である土地に設置される電気事業用の

本柱１本及び支線２条に対する使用許可を行ったが、当該本柱１本には支線
が３条設置されており、支線１条について土地の使用許可が行われておら
ず、使用料も徴収していなかった。

下仁田高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年１月１５日)

長野原高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１２月２１日)

嬬恋高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１２月２１日)

吾妻高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１２月２１日)

板倉高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１２月２５日)

盲学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１１月２０日)

聾学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１１月２０日)
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前橋高等特別支援学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１１月２０日)

赤城特別支援学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１１月２０日)

高崎特別支援学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１１月２８日)

高崎高等特別支援学校 （指摘事項）
(平成２９年１１月２８日) 当該機関は、平成２８年４月１日付けで、契約期間を同日から平成３３年

３月３１日までとする警備業務委託契約を締結した。
同契約第５条第１項において、乙（受託者）は、毎月１５日までに前月に

実施した委託業務に関する委託料請求書を甲（委託者（当該機関の校長））
に提出するものとされ、同条第２項において、甲は、前項の委託料請求書が
正当であると認めたときは、当該書類を受理した日から３０日以内に乙に対
して委託料を支払うものとされている。
乙は、毎月１５日頃までに前月に実施した委託業務に関する委託料請求書

を当該機関に提出していたが、当該機関は平成２８年度における平成２８年
１１月分から平成２９年１月分の３箇月分及び平成２９年度における平成２
９年４月分から同年７月分の４箇月分の委託料を契約条項に定められた期日
までに支払いをしていなかった。

二葉特別支援学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１１月２８日)

二葉高等特別支援学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１１月２８日)

桐生特別支援学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１２月２５日)

伊勢崎高等特別支援学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成３０年１月１５日)

館林高等特別支援学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１２月２５日)

(15) 警察本部

監査対象機関
監査の結果(監査年月日)

前橋警察署 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１１月１３日)

高崎警察署 （指摘事項）
(平成２９年１１月８日) 群馬県財務規則第３５条において、収入調定者は、歳入の調定をするとき

は、収入の原因となる関係書類に基づいて、調定回議書を作成して行うもの
とされている。
当該機関は、器物損壊事件に伴う公用車の損傷に係る修繕について、加害

者が賠償責任を認めているにもかかわらず、平成２９年７月３日に県が支出
した修理代金相当額４７１，２４７円に係る歳入の手続を事務監査日（同年
１０月２５日）現在行っていなかった。

富岡警察署 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１１月１３日)

伊勢崎警察署 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
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(平成２９年１１月１５日)

館林警察署 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１１月１７日)

渋川警察署 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１１月８日)

◎監査公表第２号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第５項の規定により実施した随時監査の結果を次

のとおり公表する。

平成３０年３月２日

群馬県監査委員 丸 山 幸 男

同 林 章

同 橋 爪 洋 介

同 星 名 建 市

１ 監査の対象及び主眼 県の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、法令等の趣旨にのっとって

適正に行われているか、最少の経費で最大の効果が挙がるよう事務運営がなされているか並びに組織及び運営の

合理化に努めているかを主眼に監査を実施した。

２ 監査対象年度 平成２９年度

３ 監査対象機関 地域機関等１０機関

４ 監査結果の概要

(1) 指摘事項（適正を欠くと認められ、改善を要するもの） なし

(2) 注意事項（軽易な誤りがあり、改善を要するもの） １件

(3) 検討事項（事務の効率化等の面から検討を要するもの） なし

５ 機関別監査結果

(1) 環境森林部

監査対象機関
監査の結果（監査年月日）

西部環境森林事務所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１０月４日)

(2) 多野藤岡振興局

監査対象機関
監査の結果（監査年月日）

藤岡行政県税事務所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年９月１４日)

藤岡土木事務所 （注意事項）
(平成３０年１月１０日) 群馬県財務規則第１９０条第１項の規定により、物品を購入するときは、
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予定価格が１０万円以上の契約をするときは、なるべく３人以上の者から見
積書を徴さなければならないこととされ、群馬県財務規則運用通知（平成１
２年３月３１日会第２８号）により、一度で結ぶべき契約を数回に分けて同
項第１号の規定を適用させることのないようにすることとされている。
当該機関は、物品の購入に当たり、２回に分けて発注したため、契約予定

金額の合計額が１４９，０４０円であるにもかかわらず、３人以上の者から
見積書を徴することなく契約を締結していた。

(3) 甘楽富岡振興局

監査対象機関
監査の結果（監査年月日）

富岡森林事務所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１０月１９日)

(4) 利根沼田振興局

監査対象機関
監査の結果（監査年月日）

利根沼田農業事務所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年９月２６日)

(5) 桐生みどり振興局

監査対象機関
監査の結果（監査年月日）

桐生土木事務所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年９月１４日)

(6) 教育委員会

監査対象機関
監査の結果（監査年月日）

ぐんま昆虫の森 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年９月２２日)

利根実業高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年９月１２日)

館林特別支援学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１０月１７日)

(7) 警察本部

監査対象機関
監査の結果（監査年月日）

大泉警察署 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２９年１０月１８日)
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◎監査公表第３号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定により実施した財政的援助団体等に係る監査の

結果を次のとおり公表する。

平成３０年３月２日

群馬県監査委員 丸 山 幸 男

同 林 章

同 橋 爪 洋 介

同 星 名 建 市

１ 監査の対象及び主眼 財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正に行われているか等を主眼として監

査を実施した。

２ 監査対象年度 平成２８年度

３ 監査対象団体 ３２団体

４ 監査結果の概要

(1) 指摘事項（適正を欠くと認められ、改善を要するもの） なし

(2) 注意事項（軽易な誤りがあり、改善を要するもの） １件

(3) 検討事項（事務の効率化等の面から検討を要するもの） なし

５ 団体別監査結果

監査対象団体 関越交通株式会社

監査年月日 平成２９年９月１９日

監査対象とした 県土整備部
財政的援助等の (1) 補助金 ３６，４６９，０００円
内容 ・群馬県バス運行対策費補助金

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 一般財団法人群馬陸上競技協会

監査年月日 平成２９年９月２０日

監査対象とした 生活文化スポーツ部
財政的援助等の (1) 補助金 ５，５００，０００円
内容 ・全日本実業団対抗駅伝競走大会競技関係費補助金

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 一般社団法人群馬県猟友会

監査年月日 平成２９年９月２２日

監査対象とした 環境森林部
財政的援助等の (1) 公の施設の管理（指定管理）
内容 ・群馬県クレー射撃場 指定管理料 ５，０１９，０００円
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監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 株式会社明清産業

監査年月日 平成２９年９月２２日

監査対象とした 産業経済部
財政的援助等の (1) 補助金 ５，２１６，０００円
内容 ・ぐんま新技術・新製品開発推進補助金

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 金井興業株式会社

監査年月日 平成２９年９月２２日

監査対象とした 企業局
財政的援助等の (1) 公の施設の管理（指定管理）
内容 ・新玉村ゴルフ場 指定管理料 ０円

（利用料金制）
企業局への納付金 １８０，２６８，０００円

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 公益財団法人群馬県消防協会

監査年月日 平成２９年９月２６日

監査対象とした 総務部
財政的援助等の (1) 県出捐金 ３００，０００，０００円（県出資比率 ３８．２％）

えん

内容 (2) 補助金 ４，３００，０００円
・群馬県消防協会事業に対する補助金

(3) 負担金 ２００，０００円
・群馬県殉職消防職団員慰霊祭に伴う共催負担金

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 社会福祉法人群馬県社会福祉事業団及び群馬県ビルメンテナンス協同組合の共同体

監査年月日 平成２９年９月２６日

監査対象とした 健康福祉部
財政的援助等の (1) 公の施設の管理（指定管理）
内容 ・群馬県社会福祉総合センター 指定管理料 １１３，６６５，０００円

・群馬県立ふれあいスポーツプラザ 指定管理料 １２９，９７０，０００円

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 社会福祉法人群馬県社会福祉事業団

監査年月日 平成２９年９月２６日
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監査対象とした 健康福祉部
財政的援助等の (1) 公の施設の管理（指定管理）
内容 ・群馬県立障害者リハビリテーションセンター 指定管理料 ０円

（利用料金制）
・群馬県立義肢製作所 指定管理料 １１，２５５，０００円

（利用料金制）
・群馬県立ゆうあいピック記念温水プール 指定管理料 ６３，８６２，０００円

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 社会福祉法人宮郷会

監査年月日 平成２９年９月２７日

監査対象とした 健康福祉部
財政的援助等の (1) 補助金 ２７０，２２０，０００円
内容 ・群馬県老人福祉施設等施設整備事業費県費補助金

・群馬県介護基盤等整備事業費補助金
・群馬県民間社会福祉施設整備資金利子補助

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 利根沼田森林組合

監査年月日 平成２９年９月２７日

監査対象とした 環境森林部
財政的援助等の (1) 公の施設の管理（指定管理）
内容 ・２１世紀の森 指定管理料 １２，０９６，０００円

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 公益財団法人群馬県馬事公苑

監査年月日 平成２９年９月２９日

監査対象とした 農政部
財政的援助等の (1) 県出捐金 ２００，０００，０００円（県出資比率 １００．０％）
内容 (2) 公の施設の管理（指定管理）

・群馬県馬事公苑 指定管理料 １７，２５２，０００円
（利用料金制）

監査の結果 （注意事項）
当該団体は、平成２８年度群馬県馬事公苑管理馬用配合飼料購入契約（単価契約）を業

者と締結し、１キログラム当たりの単価を定めた。
当該契約に係る支出において、当該団体は、契約単価と異なる単価で算出された請求書

を収受し支払ったため、支払額が計２３，３２８円過大となった。

監査対象団体 待矢場両堰土地改良区

監査年月日 平成２９年１０月３日

監査対象とした 農政部
財政的援助等の (1) 補助金 １２２，７９２，０００円
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内容 （うち１０３，２９０，０００円は、平成２９年度への繰越分）
・群馬県土地改良事業等補助金

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 特定非営利活動法人ＫＦＰ友の会

監査年月日 平成２９年１０月３日

監査対象とした 県土整備部
財政的援助等の (1) 公の施設の管理（指定管理）
内容 ・観音山ファミリーパーク 指定管理料 ５９，３５０，０００円

（利用料金制）

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 公益財団法人群馬県防犯協会

監査年月日 平成２９年１０月３日

監査対象とした 警察本部

財政的援助等の (1) 県出捐金 ８４，１６０，０００円（県出資比率 ９４．０％）

内容 (2) 補助金 ３，９００，０００円

・群馬県防犯協会活動補助金

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 学校法人マイトリー学園

監査年月日 平成２９年１０月４日

監査対象とした 総務部

財政的援助等の (1) 補助金 ３０，５０３，０００円

内容 ・群馬県私立学校教育振興費補助金

・群馬県私立幼稚園施設耐震診断促進費補助金

・群馬県私立幼稚園預かり保育推進事業費補助金

・群馬県私立幼稚園子育て支援推進事業費補助金

・群馬県私立幼稚園等特別支援教育経費補助金

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 群馬県森林組合連合会

監査年月日 平成２９年１０月４日

監査対象とした 環境森林部

財政的援助等の (1) 公の施設の管理（指定管理）

内容 ・赤城森林公園及び赤城ふれあいの森 指定管理料 １４，９０４，０００円

（利用料金制）

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
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監査対象団体 公益財団法人群馬県蚕糸振興協会

監査年月日 平成２９年１０月５日

監査対象とした 農政部
財政的援助等の (1) 県出捐金 ６６２，５００，０００円（県出資比率 ５３．９％）
内容 (2) 公の施設の管理（指定管理）

・群馬県立日本絹の里 指定管理料 ９５，１４８，０００円
（利用料金制）

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 桐生林業協同組合

監査年月日 平成２９年１０月６日

監査対象とした 環境森林部
財政的援助等の (1) 補助金 ４９，２０１，４２２円
内容 （うち６，８２９，０３０円は、平成２９年度への繰越分）

・群馬県林業再生緊急路網整備事業補助金
・群馬県間伐・間伐材等生産促進事業
・群馬県民有林造林事業補助金
・群馬県林業作業道総合整備事業補助金

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 一般社団法人群馬県農業会議

監査年月日 平成２９年１０月６日

監査対象とした 農政部
財政的援助等の (1) 補助金 ５５，３３１，０００円
内容 ・農業会議費補助金

・群馬県農地集積・集約化対策事業費補助金
・群馬県農業経営総合対策事業費補助金

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 館林商工会議所

監査年月日 平成２９年１０月６日

監査対象とした 産業経済部
財政的援助等の (1) 補助金 ３６，１９１，５３５円
内容 ・群馬県小規模事業経営支援事業費補助金

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 公益財団法人群馬県漁業増殖基金協会

監査年月日 平成２９年１０月１１日

監査対象とした 農政部
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財政的援助等の (1) 県出捐金 ２４９，０００，０００円（県出資比率 ９８．３％）
内容 (2) 補助金 ４００，０００円

・群馬県蚕糸園芸振興事業補助金
（県内産アユ種苗購入事業費補助）

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 株式会社積善館

監査年月日 平成２９年１０月１１日

監査対象とした 教育委員会
財政的援助等の (1) 補助金 ７，８４７，０００円
内容 ・群馬県文化財保存事業費補助金

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 学校法人東京農業大学

監査年月日 平成２９年１０月１２日

監査対象とした 総務部
財政的援助等の (1) 補助金 ６５２，４９２，１６６円
内容 ・群馬県私立学校教育振興費補助金

・群馬県高等学校等就学支援金
・群馬県私立高等学校等入学金減免事業補助金

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 上野村森林組合

監査年月日 平成２９年１０月１３日

監査対象とした 環境森林部
財政的援助等の (1) 補助金 ３２，９５０，５１８円
内容 （うち２，７７８，０００円は、平成２９年度への繰越分）

・群馬県林業・木材産業再生緊急対策事業補助金
・群馬県民有林造林事業補助金
・群馬県間伐・間伐材等生産促進事業
・群馬県間伐総合対策事業補助金

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 公益財団法人群馬県育英会

監査年月日 平成２９年１０月１３日

監査対象とした 教育委員会
財政的援助等の (1) 県出捐金 ２５９，４１９，３９５円（県出資比率 ４０．０％）
内容

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
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監査対象団体 一般社団法人高崎市医師会

監査年月日 平成２９年１０月１７日

監査対象とした 総務部、健康福祉部
財政的援助等の (1) 補助金 ４４，０５６，４８０円
内容 ・群馬県地域医療介護総合確保基金事業費補助金

（看護師等養成所運営事業、在宅医療等基盤整備事業、看護師等養成所施設・設備
整備事業）

・群馬県高等学校等就学支援金

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 公益財団法人群馬県長寿社会づくり財団

監査年月日 平成２９年１０月２０日

監査対象とした 健康福祉部、産業経済部
財政的援助等の (1) 県出捐金 １００，０００，０００円（県出資比率 ６６．７％）
内容 (2) 補助金 ９５，１６１，０６０円

・公益財団法人群馬県長寿社会づくり財団県費補助金
・群馬県シルバー人材センター連合事業費補助金
・群馬県高年齢者就業機会確保事業補助金

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 グリーンクラフトマン株式会社

監査年月日 平成２９年１０月２６日

監査対象とした 県土整備部
財政的援助等の (1) 公の施設の管理（指定管理）
内容 ・群馬の森 指定管理料 ３３，０００，０００円

（利用料金制）

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 公益財団法人群馬県産業支援機構

監査年月日 平成２９年１１月１日

監査対象とした 企画部、産業経済部、県土整備部
財政的援助等の (1) 県出捐金 ６１３，０５０，０００円（県出資比率 ８０．３％）
内容 (2) 補助金 １７８，３９９，７６５円

・公益財団法人群馬県産業支援機構事業支援費補助金
・群馬県中小企業経営資源強化対策事業費等補助金
（中小企業経営資源強化対策事業費補助金、下請中小企業取引情報提供等事業費補
助金、小規模企業者等設備資金貸付事業費補助金、海外展開支援事業費補助金）

・群馬県八ッ場ダム地域生活再建推進事業経営相談事業費補助金
(3) 負担金 ２３，９５１，７２６円

・群馬県上海事務所運営費負担金
・群馬県上海事務所職員借上住宅負担金
・群馬県上海事務所ホームページ等運用維持管理費負担金

(4) 損失補償
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実行額 ０円
残高 ６，５９３，６００円
・群馬県小規模企業者等設備導入資金貸付金に係る損失補償

(5) 貸付金
新規貸付 ０円
残高 １２，６９２，５００円
・群馬県小規模企業者等設備導入資金貸付金

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 公益財団法人群馬県観光物産国際協会

監査年月日 平成２９年１１月１日

監査対象とした 生活文化スポーツ部、健康福祉部、産業経済部、企業局
財政的援助等の (1) 県出資金及び出捐金 ８６４，０００，０００円（県出資比率 ８８．７％）
内容 (2) 補助金 ５４，１４４，３７１円

・群馬県観光物産国際協会運営費補助金
・群馬県多言語インフォメーションセンター運営事業費補助金
・群馬県外国人未払医療費対策事業補助金

(3) 負担金 １９，２９６，０００円
・群馬県観光物産国際協会事業負担金
・全群馬近代こけしコンクール負担金

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 公益社団法人群馬県青果物生産出荷安定基金協会

監査年月日 平成２９年１１月１日

監査対象とした 農政部
財政的援助等の (1) 県出捐金 １５，０００，０００円（県出資比率 ５０．８％）
内容 (2) 補助金 １１９，１５８，４８３円

・群馬県蚕糸園芸振興事業補助金
（指定野菜価格安定対策事業及び契約指定野菜安定供給事業資金造成費補助、特定
野菜等供給産地育成価格差補給事業資金造成費補助、価格差補給事業推進費補助）

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 久松商事株式会社

監査年月日 平成２９年１１月１日

監査対象とした 企業局
財政的援助等の (1) 公の施設の管理（指定管理）
内容 ・前橋ゴルフ場 指定管理料 ０円

（利用料金制）
企業局への納付金 ８５，６６５，０００円

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
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◎監査公表第４号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、群馬県知事等から講じた措置につい

て通知があったので、次のとおり公表する。

平成３０年３月２日

群馬県監査委員 丸 山 幸 男

同 林 章

同 橋 爪 洋 介

同 星 名 建 市

監 査 対 象 機 関 消費生活課

監査結果の公表年月日 平成２９年９月２６日（群馬県報第９５３７号）監査公表第１５号

監 査 の 結 果 （注意事項）
政府契約の支払遅延防止等に関する法律第１４条で準用する同法第１０条の規定に

より、対価の支払の時期を書面により明らかにしていない場合は、相手方が支払請求
した日から１５日以内の日が支払の時期とされている。
当該機関は、ぐんまくらしのニュースの発行に係る契約を締結し、対価の支払の時

期を契約書により明らかにしていないにもかかわらず、代金の支払を１５日以内に行
っていないものがあった。

講 じ た 措 置 再発防止のため、複数の職員による確認など所属内のチェック体制を強化するとと
もに、政府契約の支払遅延防止等に関する法律の規定等にのっとって、適正に支払を
行うことを徹底することとした。

監 査 対 象 機 関 児童福祉課

監査結果の公表年月日 平成２９年９月２６日（群馬県報第９５３７号）監査公表第１５号

監 査 の 結 果 （注意事項）
群馬県公有財産事務取扱規則第４５条の規定により普通財産の貸付料は、毎月又は

毎年定期に納付させなければならないとされ、普通財産貸付事務取扱要領（以下「要
領」という。）の４貸付料の納付において、貸付料は、原則として年１回当該年次分
を４月３０日までに納付させるものとされているが、貸付期間が６箇月以上にわたる
ものについては、分割して納付させることができるとされ、年２回の均等分割による
納付期限は、第１回は４月３０日、第２回は１０月３１日とされている。
当該機関は、分掌する普通財産である土地に児童養護施設を設置する者と平成２７

年４月１日から平成３０年３月３１日までを賃貸借期間とする県有財産賃貸借契約を
締結し、賃貸借料の年額を１，５５６，２９１円とした。同契約書における賃貸借料
の支払時期について要領で定める貸付料の納付期限によらず、群馬県知事の指定する
期日（３月の末日）までとした上で、平成２８年度第１回分の貸付料の調定及び納入
通知書の発行を平成２８年６月１５日、第２回分を同年１０月１８日に行い、納期限
の設定をそれぞれ同年７月５日及び同年１１月７日としていた。

講 じ た 措 置 再発防止のため、当該賃貸借契約の支払条項について見直しを行い、年２回の均等
分割の納付期限を４月３０日、１０月３１日までとする変更契約を平成２９年９月２
１日に締結した。
今後は、関係法令にのっとった適正な事務処理を行うよう徹底することとした。

監 査 対 象 機 関 介護高齢課

監査結果の公表年月日 平成２９年９月２６日（群馬県報第９５３７号）監査公表第１５号
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監 査 の 結 果 （検討事項）
群馬県財務規則第２１７条で「契約担当者は、物品の取得に当たっては、その所管

に係る予算及び事務又は事業予定を勘案して計画的に執行しなければならない。」と
されている。
当該機関は、平成２９年３月２８日及び同月３１日に切手を購入していたが、その

ほとんどを翌年度に繰り越しており、購入後の使用状況を考慮すれば、平成２８年度
の購入費用を節減できる状況であった。
郵便切手印紙類の取得に当たっては、その所管に係る予算及び事務又は事業予定を

勘案して計画的に執行することにより、費用の節減について検討することが必要であ
る。

講 じ た 措 置 再発防止のため、群馬県財務規則等を遵守して予算執行を適正に行うよう、職員に
周知徹底を図った。
併せて、郵便切手印紙類の取得に当たっては、その所管に係る事務及び事業予定の

確認を徹底し計画的な予算執行を行うとともに、経費節減に努めることとした。

監 査 対 象 機 関 産業人材育成課

監査結果の公表年月日 平成２９年９月２６日（群馬県報第９５３７号）監査公表第１５号

監 査 の 結 果 （注意事項）
群馬県財務規則第２１８条第１項の規定により、物品を購入するときは、県庁（警

察本部を除く。）にあっては、契約予定金額が１０万円未満の場合など同項各号に掲
げる場合を除き、物品購入依頼回議書及び物品購入依頼書兼契約締結回議書により、
会計局長に依頼するものとされている。
当該機関は、契約予定金額３６５，８２８円の物品の購入に当たり、契約予定金額

が１０万円以上であるにもかかわらず、当該機関で見積合せを行い購入し、会計局長
に依頼していなかった。

講 じ た 措 置 群馬県財務規則等関係法令の確認を徹底するとともに、所属内のチェック体制を強
化し、再発の防止に努めることとした。

監 査 対 象 機 関 観光物産課

監査結果の公表年月日 平成２９年９月２６日（群馬県報第９５３７号）監査公表第１５号

監 査 の 結 果 （注意事項）
群馬県財務規則第９５条第１項及び第２項において、資金前渡職員は、同規則第９

３条第１項第３号に規定する大阪事務所及び名古屋事務所に係る経費の前渡金の精算
については、当該前渡金に係る用件終了後１０日以内に、前渡金精算書を作成して証
拠書類を添え、支出命令者の確認を受けなければならないとされている。
当該機関は、大阪事務所に係る経費の前渡金の精算について、前渡金精算書の記載

に誤りがあった。
また、大阪事務所及び名古屋事務所に係る経費について、四半期分の予定額を前渡

したが、残額が０円となり用件が終了したにもかかわらず、四半期終了後に精算を行
ったため、１日から７７日遅延していた。

講 じ た 措 置 群馬県財務規則第９３条第１項第３号に規定する大阪事務所及び名古屋事務所に係
る経費の四半期毎の前渡金について、節毎の用件終了時点が明確になるよう事務の見
直しを行い、精算時期の遅延が発生しないよう努めることとした。
また、同前渡金精算書の記載についてのチェック体制を強化し、今後同様の誤りが

発生しないよう努めることとした。

監 査 対 象 機 関 高校教育課

監査結果の公表年月日 平成２９年９月２６日（群馬県報第９５３７号）監査公表第１５号
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監 査 の 結 果 （指摘事項）
当該機関は、印刷物の発注に当たり、次のとおり適正を欠くものがあった。

(1) 群馬県財務規則第６４条第１項の規定により、支出負担行為者は、支出負担行為
をするときは、別に訓令で定める回議用紙又は物品購入等回議書により、支出負担
行為の決議をするものとされているが、同項に定める回議用紙又は物品購入等回議
書による支出負担行為の決議を行わずに賞状及び表彰状の印刷を発注し、相手方に
納品させていた。

(2) 群馬県財務規則第２１８条第１項の規定により、物品（印刷を含む。）を購入す
るときは、県庁（警察本部を除く。）にあっては、契約予定金額が１０万円未満の
場合など同項各号に掲げる場合を除き、物品購入依頼回議書及び物品購入依頼書兼
契約締結回議書により、会計局長に依頼するものとされている。
当該機関は、一度に契約を締結することが可能だったところ、２回に分けて契約
を締結したため、契約予定金額の合計額が１９４，４００円であるにもかかわら
ず、会計局長に依頼していなかった。

講 じ た 措 置 再発防止のため、群馬県財務規則等にのっとった適正な事務を行うよう、全職員に
周知徹底し、所属内で共通認識を持つとともに、複数の職員によるチェック体制を強
化した。

公安委員会規則■

交番の名称等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成３０年３月２日

群馬県公安委員会委員長 丸 山 和 貴

群馬県公安委員会規則第１号

交番の名称等に関する規則の一部を改正する規則

交番の名称等に関する規則（昭和３７年群馬県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

別表の２の表大泉警察署の部赤岩同の項受持区域の欄を次のように改める。

邑楽郡千代田町
赤岩西、舞木東、大字赤岩、福島、舞木、
新福寺

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

毎週火､金曜日発行

発 行 群 馬 県
群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111


